
山
東
髄
山

の
観
経
刻
石

(
八

木
)

山

東

嵩

山

の

観

経

刻

石

八

木

宣

諦

こ
の
刻
石
は
、
山
東
省
郷
県
に
あ
る
四
山
刻
経
と
よ
ば
れ
る
も
の
の

一
つ
で
、
金
石
家
が
山岡
山
摩
崖
仏
経
と
し
て
著
録
す
る
も
の
。
観
無
量

寿
経

(観
経
と
略
称
)
の
序
分

一
八
五
字
を
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

観
経
の
成
立
に
は
原
本
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
成

立
に
対
し
て
否
定
的
見
解
が
提
示
さ
れ
、
中
央

ア
ジ
ア
撰
述
説
、
中
国

撰
述
説
な
ど
が
あ

っ
て
未
だ
決
定
を
み
な
い
の
で
あ
る
。
観
経
は
文
献

上
か
ら
は
、
『
梁
高
僧
伝
』
や

『
出
三
蔵
記
集
』
に
記
述

さ
れ
、
南

北

朝
時
代
後

半
に
は
流
布
し
講
説
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
嵩
山

の
も
の
は
年
代
、
造
主
名
を
有
す
る
史
的
実
証
資
料
と
し
て
重
要
な
も

の
で
あ
る
。
最
近
、
藤
田
宏
達
博
士
は
観
無
量
寿
経

の
諸
本
を
整
理
さ

れ
、
石
刻

の
も
の
に
唐
上
元
の
も
の
と
房
山
の
刻
を
あ
げ
て
い
る
が
、

(
1
)

山岡
山
の
も

の
は
集
録
さ
れ
て
い
な
い
。

刻
経
研
究

に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
仏
教
の
刻
経
を
集
大
成
し

た
資
料
が
な
い
か
ら
、
資
料
と
し
て
は
、
金
石
書
を
用
い
る
こ
と
が
妥

当
と
思
わ
れ
る
。
石
刻
資
料
中
よ
り
観
経
の
刻
石
さ
れ
た
も
の
を
拾
い

上
げ
る
と
、

五
点
あ
る
。

名

称

年

出

典

(
1
)
観
無
量
寿
経

大
象
二
(
五
八
○
)
嵩
山

山
山
左
金
石
、

十

(2)
観
無
量
寿
仏

上
元
元

(六
七
四
)
邪
州
安
楽
寺

八
慶
室
三
八

紀
王
慎
造

金
石
補
正

経
(
3
)
観
無
量
寿
仏

無
年
月

房
山

経
(5)
無
量
寿
観
経

垂
挨
三

(六
八
七
)
中
山
法
果
寺

語
石
、
四

(
5
)
観
無
量
寿
経

建
中
三

(七
八
二
)

宝
刻
叢
編
、

八

唐
上
元
の
紀
王
慎
造
の
観
無
量
寿
経
刻
石
に

つ
い
て
は
既
に
竹
内
義

(2
)

雄
氏
の
研
究
が
あ
り
、
拓
本
に
よ
れ
ば
碑

は
高
さ
七
尺
三
寸
、
巾
四
尺

で
四
面
に
経
文
を
刻
し
、
正
面
四

一
行
行
七
四
字
、
側
面
十
行
行
七
四

字

で
最
後
面
の
拓
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
。
経
文

に
つ
い
て
は
、
諸
本

と
校
合
し
、
今
本
は
比
較
的
に
こ
の
刻
石
に
近
い
と
い
わ
れ
る
。

山岡
山
の
観
経
刻
石
は
現
在

の
と
こ
ろ
最
も
古
い
刻

だ
が
、
『
金
石
葦

編
』
に
は
集
録
な
く
、
『
八
墳
室
金
石
補
正
』

で
は
恵
暉
題
名

と
し

て

取
上
げ
て
あ
る
。
玩
元
の

『山
左
金
石
志
』
は
、
経
典
名
を
挙
げ
て
な
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い
が
文
字

を
克
明
に
記
録
し
た
資
料
で
あ
る
。

日
本
で
は
昭
和
十
六
年
、
道
端
良
秀
氏
の
探
訪
が
あ
り
、
後

に

『
中

国

の
石
仏
石
経
』
に
纒
め
報
告
さ
れ
た
が
、
観
経
刻
石
に
つ
い
て
の
拓

本
や
写
真

が
な
く
明
了
を
欠

い
て
い
る
。
書
道
方
面
で
は
、
筑
波
大
の

今
井
凌
雪
教
授
が
訪
中

の
折
、
自
ら
拓
本
冊
を
撮
影
し
て
整
本
さ
れ
た

『嵩
山
題
名
と
摩
崖
仏
経
』
が
あ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
嵩
山
の
観
経

刻
石
と
樗
伽
経
刻
石
の
全
文
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
更

に
最

近
、
清
原
実
門
氏
が
現
地
を
訪
れ
、
崩
山
観
経
刻
石
の
全
面
拓
を
載
せ

(3
)

た
報
告
記
事
を
書

い
て
お
り
、
そ
の
全
貌
が
解
明
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

絃
で
上
記
諸
資
料
を
基
に
、
山岡
山
の
観
経
刻
石
が
、
北
斉

・
北
周
代

の
刻
経
と
し
て
ど
う
い
う
特
徴
、
意
義
を
も
つ
も
の
な
の
か
を
考
察
し

(
4
)

て
行
き
た
い
。
北
斉
刻
経
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
は
、
既
に
発
表
し
た
。

北
斉
の
国
都
郵

(臨
潭
)
に
近
い
泰
安
か
ら
、
郷
県
に
至

る
南
北
百

km
の
山
岳
、
即
ち
泰
山
か
ら
狙
稼
山
、
水
牛
山
を
経
て
郷
県
の
四
山
に

至
る
街
道
沿

い
に
は
古
く
山
岳
信
仰
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
良
質
の
石
に

恵
ま
れ
多
く
の
経
典
が
刻
さ
れ
た
。
摩
崖
刻
経
と
よ
ば
れ
る
自
然
巌
に

経
文
を
大
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
刻
石
さ
れ
た
経
典
名
を
み
る
と
。

石
刻
名
称

地
名

山
左
金

八
慶
室
金

石

志

石

補

正

刻

経

1

租
棟
山
大
般

泰
安

十

廿
二

大
般
若
経

若
経

2

水
牛
山
仏
経

寧
陽

十

廿
二

文
殊
般
若
経

碑

3

泰
山
石
経
硲

泰
安

十

金
剛
般
若
経

金
剛
経

4

尖
山
摩
崖
十

郷

十

大
般
若
経
、
文
殊

種

般
若
経

5

小
鉄
山
摩
崖

郷

十

廿
二

大
集
経

残
字
八
種

6

樹
山
摩
崖
仏

郷

十

廿
三

樗
伽
経
、
観
無
量

経
四
種

寿
経

7

葛
山
摩
崖
二

郷

十

大
般
若
経

稚
8

南
響
堂
山
刻

磁

華
厳
経
、
文
殊
般

経

若
経
等

9

北
響
堂
山
刻

武
安

維
摩
経
、
勝
髪
経

学
経
、
弥
勒
成
仏

経
等

経
院
元
の

『
山
左
金
石
志
』
は
、
刻
石
の
字
句
を

そ
の
ま
ま
集
録
し
た

の
み
で
経
典
名
を
記
さ
な
い
欠
点
が
あ
る
が
、
四
山
刻
経

(
4
1
7
)
の

二
四
種
は
全
て
記
録
し
た
石
刻
文
献
で
最
も
詳

し
い
資
料
で
あ
る
。
道

端
氏
の
報
告
を
参
照
し
て
綜
合
す
る
と
、
表
の
よ
う
な
経
典
名
が
判
名

す
る
。
随

っ
て
北
斉
、
北
周
代
に
刻
さ
れ
た
経
典
ハ群
を
述
べ
る
と
。

一
つ
は
、
大
般
若
経
、
文
殊
般
若
経
、
金
剛
般
若
経
、
大
集
経
、
樗

伽
経
等
の
経
典

類
で
あ
る
。

但
練
山
の
大
般
若
経
刻
石
は
、
先
ず
仏
号

(
弥
勒
仏
、
阿
弥
陀
仏
、
観

世
音
仏
)
を
刻
り
、
羅
什
訳
大
品
般
若
経
問
乗
品

の
十
八
空

の
空
名
を

(
5
)

刻
り
、
造
主
、
年
号
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
水
牛
山
文
殊
般
若
経
刻
石

山
東
髄
山

の
観
経
刻

石

(
八

木
)
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山
東
髄
山

の
観
経

刻
石

(
八

木
)

は
、
碑
型
で
上
に
仏
籠
を
刻
り
、
左
右
に
文
殊
と
般
若
を
題
額
に
し

(
6
)

て
、
碑
文
に
経
文
が
十
行
行
三
十
字
で
刻
し
て
あ
る
。

樗
伽
経
刻
石
山岡
山
に
あ
り
、
菩
提
流
支
訳
入
樗
伽
経
請
仏
品
の
始
め

の
部
分
を
、

一
つ
の
大
石

の
表
裏
に

一
〇
八
字
と
他
の
石
に
も
分
刻
し

て

一
八
五
字
を
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

一
群
は
、
当
時
教
学
の
中
心
で
あ

っ
た
般
若
学
や
地
論
宗

の
必
要
に
応
じ
た
経
典
刻
石
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
イ

他

の
一
群
は
、
維
摩
経
、
勝
髭
経
、
観
経
、
牽
経
等

の
経
で
、
在
家

が
主
体
と
な

っ
て
仏
法
が
説
か
れ
る
経
典
が
選
ば
れ
た
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
李
経
の
よ
う
に
、
菩
薩
僧
が
自
ら
政
務
に
参
劃
し
治
国
の
任

に
当
る
と

い
っ
た
内
容

の
特
殊
な
経
典
も
見
い
出
さ
れ
る
。

こ
れ
ら

の
刻
経
が
、
北
周
武
帝
に
よ
る
廃
仏
が
契
機
と
な

っ
て
盛
ん

に
な

っ
た

こ
と
は
、
造
営
の
施
主
と
な

っ
た
人
達

が
、
唐
畠

写
経
碑

(
五
七
二
)
匡
詰
刻
経
頒

(
五
七
九
)
に
表
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

従

っ
て
、
廃
仏
に
対
し
て
正
法
護
持
の
目
的
の
た
め
に
刻
経
さ
れ
た
と

考
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
典
全
文
を
刻
し
た
も
の
は
極

め
て
少
な
く
、
部
分
刻
経
の
も
の
が
殆
ん
ど
で
、
経
文
は
序
分
の
部
分

か
、
そ
の
経
典
の
主
意
と
す
る
と
こ
ろ
を
選
ん
で
刻
し
、

一
切
経
と
し

て
の
意
図
は
な
か

っ
た
。

ま
た
経
文
を
刻
す
前
か
後

に
、
仏
号
を
大
書

し
て
刻
し
て
い
る
特
徴
を
も

っ
て
い
る
。

次
に
、
経
典
刻
石
の
造
営
に
関
わ
っ
た
人
名
に
つ
い
て
考
え
る
。

租
練
山

に
は
、
冠
軍
将
軍
梁
父
県
令
で
あ

っ
た
王
子
椿
…が
造
主
と
な

っ
て
い
る
。
尖
山
に
は
、
刻
経
主
章
子
深

の
一
族
並
び
に
唐
畠
妃
趙
義

の
名
が
あ
る
。
小
鉄
山
に
は
へ
経
主
と
し
て
寧
朔
将
軍
の
孫
沿
、
平
越

将
軍
の
閻
長
嵩

の
名
が
あ
る
が
伝
記
は
不
詳

で
あ
る
。
ま
た
小
鉄
山
西

側

の
摩
崖
に
は
匡
詰
刻
経
頗
が
刻
ら
れ
て
い
て
、
貴
族
が
こ
れ
ら
刻
経

の
造
主
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
匡
詰
は
前
漢
元
帝

の
時
に
丞
相
と

な

っ
た
匡
衡

の
子
孫
で
あ
る
。
北
魏

の
末
期
洛
陽
の
貴
族
に
よ

っ
て
、

竜
門
造
像
が
造
営
さ
れ
た
こ
と
と
成
立
事
情
を
同
じ
く
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
刻
経
を
指
導
し
た
教
化
僧
と
し
て
、
尖

山
や
小
鉄
山
に
僧
安
道
壱
や
嵩
山
に
比
丘
恵
暉

の
名
が
あ
る
が
、
高
僧

伝
に
は
記
録
が
な
い
。

そ
こ
で
、
前
記
の
よ
う
な
北
斉

・
北
周
の
刻
経
の
共
通
点
を
み
た
上

で
、
全
面
拓
本
に
よ

っ
て
全
容
の
つ
か
め
る
嵩
山
の
観
経
刻
石
に
よ

っ

て
、
形
態
的
面
か
ら
刻
経

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
推
察
し
た
い
。
観
経

刻
石
は
、
鶏
嘱
石
と
よ
ば
れ
る
高
さ
三

・
五
m
の
巨
岩

の
東

面
、
南

面
、
北
面
の
三
面
に
刻
さ
れ
た
も
の
で
、
豊
良
耶
舎
訳
観
無
量
寿
経
の

序
分
の

二
八
一
字

の
経
文
と
蹟
文
が
刻
ら
れ
て
い
る
。

(東
面
)

1

如
是
我
聞

一
時
佛
在
王
舎
城
誉
闇
堀
山

2

中
興
大
比
丘
衆
千
二
百
五
十
人
倶
菩
薩

3

三
万
二
千
文
殊
師
利
法
王
子
而
為
上
首

4

余
時
王
舎
大
城
有

一
太
子
名
阿
閣
世
随

5

順
調
達
悪
友
之
教
収
執
父
王
頻
婆
娑
羅
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6

幽
閉
置
於
七
重
室
内
制
諸
璽
臣

一
不
得

7

往
國
大
夫
人
名
章
提
希
恭
敬
大
王
操
浴

＊

8

清
浄
以
蘇
蜜
和
楚
用
塗
其
身
諸
屡
路
中

*
正
蔵
本
酢

＊

9

盛
蒲
桃
漿
密
以
上
王
余
時
大
王
食
楚
飲

*
葡
萄

過

漿
求

水
漱

口
漱
口
畢
巳
合

(南
面
)

常
恭
敬
向
誉
闇
堀
山
」
山
遙
礼
世
尊
而
作
是
」
言
大
目
健
連
是
吾
」

親
友
願
興
慈
悲
」
授
我
八
戒
」

(
正
蔵
十

二
、
3
5
0
c
-
3
4
1
a
)

(北
面
)

二
郎
」
比
丘
恵
暉
」
比
丘
尼
法
会
」
大
象
二
年
七
月
三
」
日
比
邸
道

成
僧
岸
」
唐
章
」

象
主
朝
思
和
」
阜
伝
竹
妃

(
こ
の
人
名

の
み
仏
号
の
上
段
に
)

釈
迦
文
佛
L
弥
勒
尊
佛
」
阿
弥
陀
佛
L

と
あ
り
、
大
象
二
(
五
八
○
)
年
に
廃
仏
が
終

っ
て
復
仏
が
詔
さ
れ
て

一

ケ
月
後
、
廃
仏
に
会
わ
な
い
よ
う
願

っ
て
製
作
さ
れ
た
刻
経
と
み
ら
れ

る
が
、
造
主
や
比
丘
な
ど
の
人
名
に

つ
い
て
は
他
の
文
献
に
手
懸
り
は

得
ら
れ
な
い
。

(7
)

仏
号
を
刻

し
た
も
の
は
、
山岡
山
の
他
、
狙
練
山
や
北
響
堂
山
等
に
も

あ
り
、

こ
の
時
期
に
流
行
し
た
形
式
と
み
ら
れ
、

こ
れ
ら
は
仏
像
を
造

る
の
と
同
等

の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
観
経
刻
石
の
構
成
を
み
る
と
、
刻
経
文
、
造
主
、
紀
年
、
仏
号

刻
石
の
順
に
刻
さ
れ
て
い
て
、
四
山
刻
経
の
中
で
は
最
も
は

っ
き
り
し

た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。
湖

っ
て
こ
の
形
式
に
近

い
も
の
を
探
る
と
、

竜
門
造
像
記
の

一
部
に
こ
う
い
う
も
の
が
あ
る
。

元
来
仏
像
を
造

っ
て
そ
の
由
来
を
記
し
、
祈
願

の
文
を
附
し
た
の
が

造
像
記
の
定
型
と
さ
れ
る
が
、
北
海
王
元
詳
造
像
記

(四
九
八
)
の
よ
う

に
、
仏
像
の
横
に
、
別
に
碑
型
を
し
た
造
像
記

の
ス
タ
イ
ル
が
表
わ
れ

(
8
)

る
。
や
が
て
北
斉
代
に
、
文
殊
般
若
経
碑
に
み
る
よ
う
な
純
粋
に
文
字

碑
化
し
て
い
く
造
像
碑

へ
の
推
移
が
み
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
造
像
記

の
構
成

(殆
ん
ど
の
も
の
は
紀
年
、
造
像
主
、
奉
為
、

像
名
、
願
文
の
順
で
あ
る
が
、
紀
年
が
終
り
に
く
る
の
も
あ
る
)
に
比
較
す
る

と
、
観
経
刻
石
の
構
成
が
幾
分
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
造

像
の
部
分
を
文
字
に
変
え
て
、
仏
号
を
大
書
し
て
刻
し
た
形
式
が
生
ま

れ
た
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う

い
う
形
態
を
と

っ
た

こ
と
に
よ

っ
て
、
刻
経
が
経
典
を
後
世
に
伝
え
る
意
味

の
他
に
、
供
養

の
意
味
を
も
も

つ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

1

藤
田
宏
達

『観
無
量
寿
経
講
究
』
諸
本
対
照
表
。

2

武
内
義
雄

「
唐
石
刻
観
経
に
つ
い
て
」
(六
条
学
報
、
二
三
五
号
)
。

3

日
本
書
道
新
聞
第
十
一
号
。

4

拙
稿

「北
斉
の
刻
経
に
つ
い
て

(印
仏
研
究
、
二
七
巻

一
)
。

5

内
空
外
空
…
…
無
法
有
法
空

(正
蔵
八
、
蹴
b
)
。

6

欠
時
文
殊
…
…
無
念
無
作
故

(正
蔵
八
、
窩
a
)
。

7

北
響
堂
山
南
洞
に

「
弥
勒
仏
、
師
子
仏
、
明
炎
仏
」
の
仏
号
刻
。

8

他
に
、
楊
大
眼
造
像
記

(無
年
月
)
、孫
秋
生
造
像
記

(
五
〇
二
)
等
。

(武
蔵
大
学
講
師
)

山
東
髄
山

の
観
経
刻
石

(
八

木
)
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